
国際連合安全保障理事会決議第２３７５号 和訳 

（外務省告示第３３３号（平成２９年９月２２日発行）） 

 

  安全保障理事会は、 

決議第８２５号（１９９３年）、第１６９５号（２００６年）、第１７１８号（２０

０６年）、第１８７４号（２００９年）、第１８８７号（２００９年）、第２０８７号（２

０１３年）、第２０９４号（２０１３年）、第２２７０号（２０１６年）、第２３２１号

（２０１６年）、第２３５６号（２０１７年）及び第２３７１号（２０１７年）を含む

これまでの関連する決議並びに２００６年１０月６日の議長声明（Ｓ／ＰＲＳＴ／２

００６／４１）、２００９年４月１３日の議長声明（Ｓ／ＰＲＳＴ／２００９／７）、

２０１２年４月１６日の議長声明（Ｓ／ＰＲＳＴ／２０１２／１３）及び２０１７年

８月２９日の議長声明（Ｓ／ＰＲＳＴ／２０１７／１６）を想起し、 

 

核、化学及び生物兵器並びにその運搬手段の拡散が、国際の平和及び安全に対する

脅威を構成することを再確認し、 

      

２０１７年９月２日に北朝鮮により決議第１７１８号（２００６年）、第１８７４

号（２００９年）、第２０８７号（２０１３年）、第２０９４号（２０１３年）、第２

２７０号（２０１６年）、第２３２１号（２０１６年）、第２３５６号（２０１７年）

及び第２３７１号（２０１７年）に違反して実施された核実験、このような実験によ

る核兵器の不拡散に関する条約（ＮＰＴ）及び核兵器の不拡散に関する世界的な制度

を強化するための国際的な努力に対する挑戦、並びに、それらが地域内外の平和及び

安定にもたらす危険に対し、最も重大な懸念を表明し、 

 

北朝鮮が、国際社会が有するその他の安全保障上及び人道上の懸念に対応すること

が重要であることを再度強調するとともに、北朝鮮が、需要が大きく満たされていな

い北朝鮮にいる人々から決定的に必要な資源を流用して、核兵器及び弾道ミサイル開

発を継続していることに強い懸念を表明し、 

 

 北朝鮮の実施中の核及び弾道ミサイル関連活動が地域内外を不安定化させている

ことに最も深刻な懸念を表明するとともに、国際の平和及び安全に対する明白な脅威

が引き続き存在することを認定し、 

 

 朝鮮半島情勢が、地域安全保障への危険で大規模な影響を与え得ることへの懸念を

強調し、 

 



  憲章に従い、全ての国の主権、領土保全及び政治的独立への約束を強調するととも

に、国際連合憲章の目的及び原則を想起し、 

 

事態の平和的かつ外交的な解決に対する要望を更に表明するとともに、対話を通じ

た平和的かつ包括的な解決を容易にする理事国及びその他の加盟国の努力に対する

歓迎を改めて表明し、 

 

国際の平和及び安全の確保及び北東アジア全体の持続的な安定の確保並びに平和

的、外交的かつ政治的な手段を通じた事態の解決の必要性を強調し、 

 

 国際連合憲章第７章の下で行動し、同憲章第４１条に基づく措置をとって、 

 

１．北朝鮮が、安全保障理事会の決議に違反し、甚だしく無視して、２０１７年９月２

日に核実験を実施したことを最も強い表現で非難する。 

 

２．北朝鮮が、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射、核実験又はその他のいかな

る挑発もこれ以上実施せず、弾道ミサイル計画に関連する全ての活動を直ちに停止し、

またこの文脈において、全てのミサイル発射モラトリアムに係る既存の約束を再確認

し、全ての核兵器及び既存の核計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法

で直ちに放棄し、全ての関連する活動を直ちに停止するとともに、その他のいかなる

既存の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的

な方法で放棄するとの決定を再確認する。 

 

３．決議第１７１８号（２００６年）８（ｄ）の規定に定める措置は、この決議の附属

書Ⅰ及びⅡに記載される個人及び団体、それらの代理として又はそれらの指示により

行動するいかなる個人又は団体並びにそれらにより所有され又は管理される団体（不

正な手段を通じたものを含む。）にも適用されることを決定するとともに、さらに、

決議第１７１８号（２００６年）８（ｅ）の規定に定める措置は、この決議の附属書

Ⅰに記載される個人及びそれらの代理として又はそれらの指示により行動する個人

にも適用されることを決定する。 

 

４．追加的な大量破壊兵器に関連する汎用品、資材、機材、物品及び技術の指定を通じ、

決議第１７１８号（２００６年）８の規定により課された措置を調整することを決定

し、委員会に対し、このためにその任務を遂行し、この決議の採択から１５日以内に

安全保障理事会に報告するよう指示し、さらに、委員会が行動しなかった場合には、

安全保障理事会がその報告の受領から７日以内に措置の調整のための行動を完了す



ることを決定するとともに、委員会に対し、このリストを１２か月毎に定期的に更新

するよう指示する。 

 

５．追加的な通常兵器に関連する品目、資材、機材、物品及び技術の指定を通じ、決議

第１７１８号（２００６年）８（ａ）、８（ｂ）及び８（ｃ）の規定により課された

措置を調整することを決定し、委員会に対し、このためにその任務を遂行するととも

に、この決議の採択から１５日以内に安全保障理事会に報告するよう指示し、さらに、

委員会が行動しなかった場合には、安全保障理事会がその報告の受領から７日以内に

措置の調整のための行動を完了することを決定するとともに、委員会に対し、このリ

ストを１２か月毎に定期的に更新するよう指示する。 

 

６．決議第２３７１号（２０１７年）６の規定により課された措置を、北朝鮮から禁止

された品目を輸送している船舶に適用することを決定し、委員会に対し、これらの船

舶を指定し、この決議の採択から１５日以内に安全保障理事会に報告するよう指示し、

さらに、委員会が行動しなかった場合には、安全保障理事会がその報告の受領から７

日以内に措置の調整のための行動を完了することを決定するとともに、委員会に対し、

追加の違反が通知された時に、このリストを定期的に更新するよう指示する。 

 

７．全ての加盟国に対し、当該船舶の貨物が決議第１７１８号（２００６年）、第１８

７４号（２００９年）、第２０８７号（２０１３年）、第２０９４号（２０１３年）、

第２２７０号（２０１６年）、第２３２１号（２０１６年）、第２３５６号（２０１

７年）、第２３７１号（２０１７年）又はこの決議により供給、販売、移転又は輸出

が禁止されている品目を含むと信じる合理的根拠があることを示す情報を有する場

合には、これらの規定の厳格な履行を確保する目的で、旗国の同意を得て公海上で

船舶を検査することを要請する。 

 

８．全ての国に対し、上記７の規定に基づく検査に協力することを要請し、また、旗国

が公海上の検査に同意しない場合には、当該旗国は、船舶が決議第２２７０号（２

０１６年）１８の規定に基づく現地の当局による必要な検査のために適当かつ都合

のよい港に航行するよう指示することを決定するとともに、さらに、旗国が公海上

の検査に同意せず、必要な検査のために適当かつ都合のよい港に航行するよう指示

もしない場合、又は当該船舶が、公海上の検査を許可するように又はそのような港

に航行するようにとの旗国の指示に従うことを拒否する場合には、委員会は当該船

舶を決議第１７１８号（２００６年）８（ｄ）及び決議第２３２１号（２０１６年）

１２の規定により課される措置のために指定することを検討し、当該旗国は、委員

会によりそのように指定された場合には、直ちに当該船舶の登録を解除することを



決定する。 

 

９．いかなる加盟国も、上記８の規定に基づく船舶の旗国の協力が得られない場合は、

当該事案、当該船舶及び当該旗国に係る関連する詳細が含まれる報告を委員会に対

して速やかに提出することを要求するとともに、委員会に対し、これらの関与した

船舶及び旗国に関する情報を定期的に公表することを要請する。 

 

１０．７の規定は、軍艦並びに政府の用に供されていること及びそのための権限を与え

られていることが明確に表示されかつ識別可能なその他の船舶又は航空機によって

行われる検査のみを想定していることを確認するとともに、それは国際法に基づく

主権免除を享受する船舶への検査には適用されないことを強調する。 

 

１１．全ての加盟国が、自国民、自国の管轄権に服する者、自国の領域内で設立された

又は自国の管轄権に服する団体、及び自国の旗を掲げる船舶が、北朝鮮籍船舶に対

して又は北朝鮮籍船舶からの、北朝鮮に対して又は北朝鮮から供給、販売又は移転

されるいかなる物品又は品目の、船舶間の移転を容易にする又は関与することを禁

止することを決定する。 

 

１２．７、８及び９の規定は北朝鮮における事態に関してのみ適用され、その他のいか

なる事態に関しても、１９８２年１２月１０日の国連海洋法条約に基づくいかなる

権利又は義務を含め、国際法に基づく加盟国の権利、義務又は責任に影響を及ぼす

ものではないことを確認するとともに、この決議は、国際慣習法を確立するとはみ

なさないことを特に強調する。 

 

１３．全ての加盟国が、自国の領域を通じて若しくは自国の国民による、又は自国の旗

を掲げる船舶若しくは航空機を用いて北朝鮮への全てのコンデンセート及び天然ガ

ス液（自国の領域を原産地とするものであるか否かを問わない）の直接又は間接の

供給、販売又は移転を禁止することを決定するとともに、北朝鮮がこれらの物資を

調達しないことを決定する。 

 

１４．全ての加盟国が、自国の領域を通じて若しくは自国の国民による、又は自国の旗

を掲げる船舶若しくは航空機を用いて北朝鮮への全ての石油精製品（自国の領域を

原産地とするものであるか否かを問わない）の直接又は間接の供給、販売又は移転

を禁止することを決定するとともに、北朝鮮がこれらの物資を調達しないことを決

定し、この規定は、（ａ）当該加盟国が３０日毎に、北朝鮮への石油精製品のそのよ

うな供給、販売又は移転の量を、全ての取引関係者の情報と併せ、委員会に通報し、



（ｂ）当該石油精製品の供給、販売又は移転に、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル

計画又は決議第１７１８号（２００６年）、第１８７４号（２００９年）、第２０８

７号（２０１３年）、第２０９４号（２０１３年）、第２２７０号（２０１６年）、第

２３２１号（２０１６年）、第２３５６号（２０１７年）、第２３７１号（２０１７

年）若しくはこの決議により禁止されているその他の活動に関連している個人又は

団体（指定された個人若しくは団体、又はそれらの代理として若しくはそれらの指

示により行動する個人若しくは団体、又はそれらにより直接的若しくは間接的に所

有され若しくは管理される団体、又は制裁回避を支援する個人若しくは団体を含む。）

が関与しておらず、かつ(ｃ)当該石油精製品の供給、販売又は移転が専ら北朝鮮国

民の生計目的のためであり、また、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議

第１７１８号（２００６年）、第１８７４号（２００９年）、第２０８７号（２０１

３年）、第２０９４号（２０１３年）、第２２７０号（２０１６年）、第２３２１号（２

０１６年）、第２３５６号（２０１７年）、第２３７１号（２０１７年）若しくはこ

の決議により禁止されているその他の活動のための収入を生み出すことに無関係で

ある場合、２０１７年１０月１日から２０１７年１２月３１日までの当初３か月間

５０万バレルまで、並びに２０１８年１月１日から１２か月間及びその後毎年、年

間２００万バレルまでの石油精製品（自国の領域を原産地とするものであるか否か

を問わない）の、自国の領域を通じて若しくは自国の国民による、又は自国の旗を

掲げる船舶若しくは航空機を用いて、北朝鮮による調達又は北朝鮮への直接若しく

は間接の供給、販売若しくは移転には適用されないことを決定し、委員会書記長に

対し、北朝鮮に対して販売、供給又は移転された石油精製品の総量が、２０１７年

１０月１日から２０１７年１２月３１日までの総量の７５パーセントに達したとき

に全ての加盟国に通知するとともに、そのような総量の９０パーセント及び９５パ

ーセントに達したときに、再度全ての加盟国に通知するよう指示し、委員会書記長

に対し、２０１８年１月１日以降、北朝鮮に対して販売、供給又は移転された石油

精製品の総量が、年間総計の７５パーセントに達したときに、全ての加盟国に通知

することを指示し、また、委員会書記長に対し、２０１８年１月１日以降、北朝鮮

に対する石油精製品の販売、供給又は移転の総量が、年間総計の９０パーセントに

達したときに全ての加盟国に通知するよう指示し、さらに、委員会書記長に対し、

北朝鮮に対して販売、供給又は移転された石油精製品の総量が、２０１８年１月１

日以降、年間総計の９５パーセントに達したときに全ての加盟国に通知するととも

に、全加盟国に対してその年の残りの期間、北朝鮮に対する石油精製品の販売、供

給又は移転を直ちに停止しなければならないことを通知するよう指示し、委員会に

対し、北朝鮮に対する石油精製品の販売、供給又は移転の月毎及び原産国毎の合計

をそのウェブサイトにおいて公に入手可能とすることを指示し、委員会に対し、加

盟国から通知を受け次第この情報を即時に更新することを指示し、全ての加盟国に



対し、この規定で設定した石油精製品の年間上限を遵守するため、このウェブサイ

トを定期的に閲覧するよう要請し、専門家パネルに対し、支援の提供及び完全かつ

世界的な遵守の確保のための、全ての加盟国の履行努力を厳密に監視することを指

示するとともに、事務総長に対し、このために必要な措置をとるとともに、この点

に関し追加的な資源を提供するよう要請する。 

 

１５．全ての加盟国が、原油の輸送が専ら北朝鮮国民の生計目的のためであり、また、

北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第１７１８号（２００６年）、第１８

７４号（２００９年）、第２０８７号（２０１３年）、第２０９４号（２０１３年）、

第２２７０号（２０１６年）、第２３２１号（２０１６年）、第２３５６号（２０１

７年）、第２３７１号（２０１７年）若しくはこの決議により禁止されているその他

の活動と無関係であると委員会が事前に個別の案件に応じて承認する場合を除き、

この決議の採択の日からいかなる１２か月間においても、この決議の採択前１２か

月間に当該加盟国が供給、販売又は移転した量を超えて、北朝鮮に対し、原油を供

給、販売又は移転しないことを決定する。 

 

１６．北朝鮮が、その領域からの、又はその国民による、又はその旗を掲げる船舶若し

くは航空機を用いて、繊維製品（生地及び部分的に又は完全に完成された衣類を含

むがこれらに限られない。）の直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないこと、

並びに、全ての国が、個別の案件に応じて委員会が事前に承認する場合を除き、自

国民による、又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機を用いて、北朝鮮からのこ

れらの品目（北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。）の調達を

禁じることを決定するとともに、さらに、全ての国が、この決議の採択よりも前に

書面契約が確定された繊維製品（生地及び部分的に又は完全に完成された衣類を含

むがこれらに限られない。）のこのような販売、供給及び移転のために、この決議の

採択の日から１３５日以内に委員会に対して提供されるこれらの輸入品の詳細を含

む通知をもって、この決議の採択の日から９０日までの間はこれらの船荷の自国の

領域への輸入を認めることができることを決定する。 

 

１７．全ての加盟国が、自国の管轄権内の北朝鮮国民の雇用が人道支援の輸送、非核化

又は決議第１７１８号（２００６年）、第１８７４号（２００９年）、第２０８７号

（２０１３年）、第２０９４号（２０１３年）、第２２７０号（２０１６年）、第２３

２１号（２０１６年）、第２３５６号（２０１７年）、第２３７１号（２０１７年）

若しくはこの決議の目的に適合するその他の目的のために必要とされることを委員

会が事前に個別の案件に応じて決定する場合を除き、自国の領域への許可に関連し

て、自国の管轄権内において北朝鮮国民への労働許可を提供しないことを決定する



とともに、この規定は、この決議の採択前に書面契約が確定している労働許可には

適用しないことを決定する。 

 

１８．各国が、委員会が事前に個別の案件に応じて合弁企業又は共同事業体を（特に利

益を生み出さない非商業的な公共インフラ事業であるとして）承認する場合を除き、

自国民により又は自国の領域内において、北朝鮮の団体又は個人（北朝鮮政府の代理

としてか代表としてかを問わない。）との間で新規及び既存の全ての合弁企業又は共

同事業体の開設、維持及び運営を禁止することを決定し、さらに各国が、委員会が個

別の案件に応じてそのような合弁企業又は共同事業体を承認しない場合には、このよ

うないかなる既存の合弁企業又は共同事業体をこの決議採択から１２０日以内に閉

鎖し、及び、各国が、委員会が承認の要請を拒否してから１２０日以内に、このよう

ないかなる既存の合弁企業又は共同事業体を閉鎖することを決定するとともに、この

規定は既存の中国と北朝鮮との間の水力発電インフラ事業及び決議第２３７１号（２

０１７年）８の規定で許可されたロシア原産の石炭を輸出することのみを目的とした

ロシアと北朝鮮の間の羅津・ハサン港及び鉄道事業には適用しないことを決定する。 

 

１９．加盟国が、この決議の採択から９０日以内に、またその後委員会の要請があれば、

この決議の規定を効果的に履行するためにとった具体的な措置につき、安全保障理事

会に報告することを決定するとともに、専門家パネルに対し、他の国連制裁モニタリ

ング・グループと協力し、当該報告を適時に準備し提出することについて加盟国を支

援する努力を継続するよう要請する。 

 

２０．全ての加盟国が、決議第１７１８号（２００６年）、第１８７４号（２００９年）、

第２０８７号（２０１３年）、第２０９４号（２０１３年）、第２２７０号（２０１６

年）、第２３２１号（２０１６年）、第２３５６号（２０１７年）、第２３７１号（２

０１７年）及びこの決議が規定する措置を完全に履行するための努力を倍加し、その

履行にあたって、特にこれらの決議により移転が禁じられている品目の検査、探知及

び押収に関し、相互に協力することを要請する。 

 

２１．決議第１７１８号（２００６年）１２の規定で定められた委員会の任務は、この

決議により課された措置に関しても適用されることを決定し、さらに、決議第１８７

４号（２００９年）２６の規定に定められ、決議第２３４５号（２０１７年）１の規

定により修正された専門家パネルの任務は、この決議により課された措置に関しても

適用されることを決定する。 

 

２２．全ての加盟国が、検査において特定された決議第１７１８号（２００６年）、第



１８７４号（２００９年）、第２０８７号（２０１３年）、第２０９４号（２０１３年）、

第２２７０号（２０１６年）、第２３２１号（２０１６年）、第２３５６号（２０１７

年）、第２３７１号（２０１７年）及びこの決議により供給、販売、移転又は輸出が

禁止されている品目を、決議第１５４０号（２００４年）を含む関連の安全保障理事

会決議に基づく義務並びにＮＰＴ、１９９７年４月２９日の化学兵器の開発、生産、

貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約及び１９７２年４月１０日の細菌兵器

（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の締

約国のいかなる義務にも反しない方法で押収及び処分すること（破壊、機能を失わせ

ること若しくは使用することができない状態にすること、保管、又は処分のための当

該品目の原産地若しくは目的地以外の国への移転を通じたものを含む。）を認め、か

つ、全ての加盟国がこれを行うことを決定する。 

 

２３．北朝鮮を含む全ての国に対し、この決議又はこれまでの決議により課された措置

によりその履行が妨げられたいかなる契約その他の取引に関連して、北朝鮮、北朝鮮

に所在するいかなる者若しくは団体、決議第１７１８号（２００６年）、第１８７４

号（２００９年）、第２０８７号（２０１３年）、第２０９４号（２０１３年）、第２

２７０号（２０１６年）、第２３２１号（２０１６年）、第２３５６号（２０１７年）、

第２３７１号（２０１７年）若しくはこの決議により定められた措置のために指定さ

れた者若しくは団体、又はそのような者若しくは団体を通じて若しくはこれらの利益

のために請求を行ういかなる者の要求によっても、いかなる請求も受理されないこと

を確保するために必要とされる措置をとることの重要性を強調する。 

 

２４．北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対し深い懸念を改めて表明し、北朝

鮮にいる人々の需要が大きく満たされていない中で、北朝鮮が、北朝鮮の人々の福祉

に代えて、核兵器及び弾道ミサイルを追求していることを非難するとともに、北朝鮮

が、北朝鮮にいる人々の福祉及び固有の尊厳を尊重し、確保することの必要性を強調

する。 

 

２５．北朝鮮の乏しい資源が核兵器及び多数の高価な弾道ミサイル計画開発に大量に流

用されていることを遺憾とし、栄養失調の危険がある非常に多くの妊娠中の及び授乳

中の女性並びに５歳未満の児童さらには慢性の栄養失調に苦しんでいる総人口の４

分の１近くを含む、北朝鮮にいる半数を大きく上回る人々が食糧及び医療の大きな不

足に苦しんでいるとの国連人道問題調整事務所（ＯＣＨＡ）の調査結果に留意すると

ともに、この文脈において、北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対し深い懸

念を表明する。 

 



２６．決議第１７１８号（２００６年）、第１８７４号（２００９年）、第２０８７号（２

０１３年）、第２０９４号（２０１３年）、第２２７０号（２０１６年）、第２３２１

号（２０１６年）、第２３５６号（２０１７年）、第２３７１号（２０１７年）及びこ

の決議により課された措置は、北朝鮮の一般市民に対して人道面の悪影響をもたらす

こと、又は決議第１７１８号（２００６年）、第１８７４号（２００９年）、第２０８

７号（２０１３年）、第２０９４号（２０１３年）、第２２７０号（２０１６年）、第

２３２１号（２０１６年）、第２３５６号（２０１７年）、第２３７１号（２０１７年）

及びこの決議により禁止されていない活動（経済活動及び協力、食糧援助及び人道支

援を含む。）並びに北朝鮮の一般市民の利益のための北朝鮮における支援及び救援を

実施する国際機関及び非政府組織の作業に悪影響をもたらす若しくはそれを制限す

ることを意図するものではないことを再確認し、北朝鮮におけるこれらの機関の作業

又はこれらの決議の目的に適合するその他の目的を容易にするために必要であると

委員会が決定する場合は、委員会が、個別の案件に応じて、これらの決議により課さ

れる措置からいかなる活動も除外することができることを決定する。 

 

２７．全ての加盟国が、北朝鮮における外交使節団の外交関係に関するウィーン条約に

基づく活動を妨げることなく、決議第１７１８号（２００６年）８（ａ）（iii）及

び８（ｄ）の規定に従うべきことを強調する。 

 

２８．六者会合への支持を再確認し、その再開を要請するとともに、中国、北朝鮮、日

本、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国によって２００５年９月１９日に採択

された共同声明に定める約束（六者会合の目標は平和的な方法による朝鮮半島の検証

可能な非核化であること、アメリカ合衆国及び北朝鮮は相互の主権を尊重し、平和裡

に共存することを約束したこと、六者は経済協力を推進することを約束したことを含

む。）並びにその他の全ての関連する約束への支持を改めて表明する。 

 

２９．朝鮮半島及び北東アジア全体における平和と安定の維持が重要であることを改め

て表明し、事態の平和的、外交的かつ政治的解決の約束を表明し、対話を通じた平和

的かつ包括的な解決を容易にするための理事国及びその他の国による努力を歓迎す

るとともに、朝鮮半島内外の緊張を緩和するための取組の重要性を強調する。 

 

３０．包括的な解決のための見通しを進展させるため、緊張を緩和する更なる作業を要

請する。 

 

３１．平和的な方法による朝鮮半島の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な非核化の

目標の達成が必要不可欠であることを強調する。 



 

３２．北朝鮮の行動を絶えず検討すること、また、北朝鮮による遵守の状況に鑑み、必

要に応じ、これらの措置を強化、調整、停止又は解除する用意があることを確認する

とともに、この関連で、北朝鮮による更なる核実験又は発射の場合には更なる重要な

措置をとる決意を表明する。  

 

３３．この問題に引き続き関与することを決定する。  



附属書Ⅰ: 渡航禁止／資産凍結（個人）   

１．パク・ヨンシク（PAK YONG SIK） 

  パク・ヨンシクは、朝鮮労働党の軍事政策の開発と実施の責任を有し、北朝鮮軍を命

令及び管理するとともに、国軍防衛産業を指示するのを手助けするセントラル・ミリ

タリー・コミッション・オブ・ザ・ワーカーズ・パーティー・オブ・コリアの委員で

ある。 

別名：情報なし 

  生年：1950年；国籍：北朝鮮 

 

 

附属書Ⅱ：資産凍結（団体） 

 

１．セントラル・ミリタリー・コミッション・オブ・ザ・ワーカーズ・パーティー・オブ・

コリア（CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS’ PARTY OF KOREA (CMC)） 

セントラル・ミリタリー・コミッションは、朝鮮労働党の軍事政策の開発と実施の責

任を有し、北朝鮮軍を命令及び管理するとともに、国務委員会と調整しつつ国軍防衛

産業を指示している。 

別名：情報なし 

所在地：北朝鮮平壌特別市 

 

２．オーガナイゼーション・アンド・ガイダンス・デパートメント（ORGANIZATION AND 

GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)） 

オーガナイゼーション・アンド・ガイダンス・デパートメントは、朝鮮労働党の非常

に強力な組織。朝鮮労働党、北朝鮮軍及び北朝鮮行政の主要な人物の指名を指示する。

北朝鮮の全ての政務を管理しているともみられ、北朝鮮の検閲政策の実施に貢献して

いる。 

別名：情報なし 

所在地：北朝鮮 

 

３．プロパガンダ・アンド・アジテーション・デパートメント（PROPAGANDA AND AGITATION 

DEPARTMENT (PAD)） 

プロパガンダ・アンド・アジテーション・デパートメントは、北朝鮮指導者の代わり

に市民を管理する手段として使用するメディアを完全に管理する。プロパガンダ・ア

ンド・アジテーション・デパートメントは、北朝鮮政府の検閲（新聞や報道の検閲を

含む）に関与又は責任も有する。 

別名：情報なし 

所在地：北朝鮮平壌特別市 


